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「区のおしらせ　中央」は毎月１日、11日、21日の月３回発行。次回11月21日号は新聞折込です。
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国民年金特集
12月3日（火）～9日（月）は

「障害者週間」です
女性に対する暴力をなくす
運動
情報コーナー（施設／保健
・医療・福祉／講座／スポ
ーツ／催し物／国保・年金
／その他）

今号の主な内容

先
日
、
﹁
子
ど
も
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
﹂
が
あ
い
に
く
の
雨
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
７
５
０
０
人

が
参
加
し
て
元
気
い
っ
ぱ
い
に

開
か
れ
ま
し
た
。

雨
天
と
あ
っ
て
開
会
式
も
例

年
の
浜
町
運
動
場
か
ら
総
合
ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
移
し
て
開

催
。
３
９
０
点
も
応
募
が
あ
っ

た
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
の
表

彰
や
く
す
玉
割
、
泰
明
小
学
校

の
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
演
奏
な
ど
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
青
少
年
委
員

会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
地
区
委
員
会
を

は
じ
め
と
す
る
54
団
体
も
の
ご

協
力
に
よ
り
33
コ
ー
ナ
ー
が
用

意
さ
れ
、
ま
た
、
雨
の
中
を
交

通
整
理
ま
で
し
て
い
た
だ
き
、

誠
に
頭
が
下
が
る
思
い
で
す
。

こ
れ
に
先
立
っ
て
開
か
れ
た

﹁
な
な
い
ろ
祭さ

い

﹂
﹁
区
民
ス
ポ

ー
ツ
の
日
﹂
は
好
天
に
恵
ま
れ
、

伸
び
伸
び
と
開
か
れ
ま
し
た
。

10
周
年
を
迎
え
た
知
的
障
害
者

生
活
支
援
施
設
レ
イ
ン
ボ
ー
ハ

ウ
ス
明
石
は
多
く
の
方
々
の
ご

支
援
に
よ
り
＂
日
本
一
＂
と
誇

れ
る
施
設
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

第
25
回
﹁
区
民
ス
ポ
ー
ツ
の

日
﹂
も
２
０
２
０
年
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
東

京
開
催
が
決
定
し
た
直
後
と
あ

っ
て
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し

た
。
こ
う
し
た
行
事
が
ス
ム
ー

ズ
に
実
施
で
き
る
の
も
関
係
各

位
の
お
力
添
え
の
賜
で
あ
り
心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
普
通
の
風

邪
と
は
異
な
り
、
38
℃
以
上
の
発

熱
、
頭
痛
、
関
節
痛
、
筋
肉
痛
な

ど
の
全
身
症
状
が
特
徴
の
感
染
症

で
す
。
感
染
力
が
強
く
、
特
に
、

抵
抗
力
の
弱
い
乳
幼
児
や
高
齢
者
、

慢
性
疾
患
を
お
持
ち
の
方
が
か
か

る
と
、
重
症
化
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
流
行
が
始

ま
る
と
、
短
期
間
に
感
染
が
広
が

り
ま
す
。
ご
自
身
や
ご
家
族
を
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
ら
守
る
た
め
に
、

積
極
的
に
予
防
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

予
防
方
法

・
手
洗
い
や
う
が
い
の
励
行

・
マ
ス
ク
の
着
用（
咳
エ
チ
ケ
ッ

ト
を
守
る
）

・
適
度
な
湿
度
を
保
つ

　
菊
薫
る
11
月
３
日﹁
文
化
の
日
﹂

に
各
種
功
労
者
の
表
彰
式
が
銀
座

ブ
ロ
ッ
サ
ム（
中
央
会
館
）で
行
わ

れ
、
83
名
の
方
々
を
表
彰
し
ま
し

た
。

　
今
年
で
60
回
目
を
迎
え
た
こ
の

表
彰
は
、
地
域
社
会
の
発
展
と
住

民
福
祉
の
向
上
の
た
め
、
献
身
的

な
活
動
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
方
の

ご
労
苦
に
対
し
感
謝
の
意
を
表
し
、

そ
の
功
績
を
顕
彰
す
る
た
め
に
行

わ
れ
た
も
の
で
す
。

※
問
合
せ
先　
総
務
課
総
務
係

�

☎（
３
５
４
６
）５
２
３
４

一　
地
域
活
動
関
係
功
労
者︵
48

名
︶

　
︵
一
︶町
会
・
自
治
会
関
係
者

︵
47
名
︶

　
　
田
中
孝
久
、
吉
井
勝
、
矢
代

裕
夫
、
津
田
彰
彦
、
柴
崎
雅

一
、
岩
田
壽
仁
、
相
川
豊
、

松
本
孝
子
、
杉
山
克
己
、
橫

井
昭
三
、
大
芦
あ
さ
子
、
伊

澤
キ
ミ
、
入
江
邦
雄
、
平
野

熙
幸
、
吉
田
誠
男
、
黒
川
治

良
、
鴛
尾
泰
彦
、
海
老
原
安

希
子
、
金
子
榮
治
、
堀
田
初

江
、
大
塚
清
子
、
沼
﨑
富
雄
、

藤
岡
幹
郎
、
朝
比
奈
恭
子
、

川
名
一
榮
、
渡
辺
圭
子
、
大

屋
欣
二
、
山
﨑
勇
、
桺
川
欣

也
、
新
井
義
夫
、
田
中
清
美
、

櫻
谷
尊
子
、
三
浦
ア
ヤ
子
、

伊
籘
宏
子
、
米
谷
義
弘
、
馬

場
俊
實
、
加
籘
則
道
、
望
月

寛
次
、
村
松
直
、
服
部
喜
嗣
、

山
口
昇
、
山
田
晃
、
荒
木
加

代
子
、
今
井
春
美
、
大
塚
喜

久
男
、
加
藤
泰
子
、
大
野
美

枝
子

　
︵
二
︶女
性
団
体
等
関
係
者︵
１

名
︶

　
　
平
岡
昭
子

二　
防
犯
・
交
通
安
全
関
係
功
労

者︵
３
名
︶

　
︵
一
︶防
犯
関
係
者︵
２
名
︶

　
　
小
長
谷
絹
子
、
玉
井
達
二

　
︵
二
︶交
通
安
全
関
係
者︵
１
名
︶

　
　
林
正
道

三　
防
災
功
労
者︵
９
名
︶

　
︵
一
︶消
防
団
関
係
者︵
４
名
︶

　
　
武
井
義
昭
、
江
尻
賢
、
永
森

昭
紀
、
金
須
淳
二

　
︵
二
︶防
火
防
災
協
会
等
関
係
者

︵
３
名
︶

　
　
遠
藤
俊
弘
、
湧
井
恭
行
、
髙

橋
伸
治

　
︵
三
︶防
災
区
民
組
織
関
係
者

︵
２
名
︶

　
　
古
澤
悦
子
、
前
野
節
子

四　
社
会
福
祉
事
業
功
労
者︵
４

名
︶

　
︵
一
︶社
会
福
祉
事
業
団
体
関
係

者︵
２
名
︶

　
　
園
邉
初
枝
、
山
本
典
子

　
︵
二
︶多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た

者︵
１
名
︶

　
　
大
西
弥
生

　
︵
三
︶長
期
間
に
わ
た
り
私
財
に

よ
る
寄
附
を
続
け
た
者︵
１
名
︶

　
　
明
石
町
町
会
婦
人
部

五　
衛
生
事
業
功
労
者︵
４
名
︶

　
︵
一
︶衛
生
事
業
団
体
関
係
者

︵
４
名
︶

　
　
隈
部
時
雄
、
小
森
信
政
、

　
　
片
山
隆
、
髙
橋
眞
一

六　
環
境
保
全
・
消
費
生
活
向
上

功
労
者︵
１
名
︶

　
︵
一
︶環
境
保
全
団
体
・
消
費
者

団
体
等
関
係
者︵
１
名
︶

　
　
折
茂
洋
子

七　
教
育
功
労
者︵
２
名
︶

　
︵
一
︶長
期
間
に
わ
た
り
私
財
に

よ
る
寄
附
を
続
け
た
者︵
１
名
︶

　
　
一
般
財
団
法
人　
日
本
橋
・

柏
ク
ラ
ブ

　
︵
二
︶区
立
小
・
中
学
校
、
幼
稚

園
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及

び
学
校
薬
剤
師︵
１
名
︶

　
　
佐
藤
滋

八　
文
化
・
生
涯
学
習
関
係
功
労

者︵
４
名
︶

　
︵
一
︶中
央
区
青
少
年
委
員
及
び

中
央
区
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員

︵
１
名
）

　
　
田
野
美
榮
子

　
︵
二
︶青
少
年
対
策
地
区
委
員
会

関
係
者︵
２
名
︶

　
　
前
田
勝
正
、
橋
本
泰
藏

　
︵
三
︶社
会
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
関

係
団
体
の
指
導
育
成
に
尽
力
し

社
会
教
育
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
振

興
に
功
労
顕
著
な
者︵
１
名
︶

　
　
濱
田
敏
男

九　
納
税
功
労
者︵
３
名
︶

　
︵
一
︶納
税
貯
蓄
組
合
関
係
者

︵
３
名
︶

　
　
松
本
政
男
、
福
野
良
三
、
福

田
昭
三

十　
公
共
事
務
精
励
者︵
２
名
︶

　
︵
一
︶法
令
に
基
づ
く
各
種
委
員

︵
２
名
︶

　
　
松
本
章
一
、
中
須
節
子

十
一　
実
業
精
励
者︵
１
名
︶

　
︵
一
︶伝
統
工
芸
従
事
者︵
１
名
︶

　
　
岩
間
定
雄

十
二　
中
小
企
業
発
達
功
労
者

︵
２
名
︶

　
︵
一
︶商
工
団
体
、
業
種
別
団
体

等
関
係
者︵
２
名
︶

　
　
髙
田
遼
資
、
北
島
俊
英

・
十
分
な
休
養
と
バ
ラ
ン
ス
の
よ

い
食
事
を
取
る

・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種

を
受
け
る

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
流
行

前
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
、

か
か
っ
た
場
合
の
重
症
化

を
防
止
し
ま
す
。
12
月
上

旬
ま
で
に
接
種
を
完
了
さ

せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

も
し
も
か
か
っ
て
し
ま
っ

た
ら

　
マ
ス
ク
を
着
用
の
上
、

早
め
に
医
療
機
関
を
受
診

し
ま
し
ょ
う
。
症
状
が
出

て
か
ら
７
日
間
、
熱
が
下

が
っ
て
か
ら
２
日
間
は
自

宅
療
養
を
優
先
し
、
周
囲

の
人
に
う
つ
さ
な
い
よ
う

に
配
慮
し
ま
し
ょ
う
。

※
相
談（
問
合
せ
）先

　
中
央
区
保
健
所
健
康
推
進
課
予

防
係
☎（
３
５
４
１
）５
９
３
０

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行

シ
ー
ズ
ン
が
や
っ
て
き
ま
す

 

～
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
～

▲手洗いやうがいを徹底しましょう
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国
民
年
金
の
加
入
者

　
日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
方
は
、
必
ず
国
民
年

金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　
ま
た
、
60
歳
以
上
の
方
や
外
国

に
住
ん
で
い
る
日
本
人
が
希
望
す

れ
ば
加
入
で
き
る
任
意
加
入
制
度

が
あ
り
ま
す（
別
表
１
参
照
）。

あ
な
た
の
生
活
を
支

え
る
３
つ
の
年
金

老
齢
基
礎
年
金

　
受
給
資
格
期
間（
別
表
２
参
照
）

が
25
年
以
上
あ
る
方
が
、
65
歳
に

な
っ
て
か
ら
受
け
ら
れ
る
年
金
で

す
。

年
金
額

　
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
40

年
間
保
険
料
を
全
て
納
め
る
と
満

額
の
年
金
を
受
給
で
き
ま
す
。

・
年
金
額（
満
額
）

　
77
万
８
５
０
０
円（
平
成
25
年

10
月
〜
）

　
年
金
額
の
計
算
方
法
は
別
表
３

の
と
お
り
で
す
。

　
年
金
額
は
物
価
の
変
動
に
応
じ

て
金
額
が
改
定
さ
れ
る
の
で
、
年

金
の
価
値
は
将
来
も
保
障
さ
れ
ま

す
。

受
給
開
始
年
齢

　
原
則
65
歳
で
す
。
希
望
に
よ
り
、

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
間
に
繰
り

上
げ
て
、
ま
た
は
66
歳
以
降
に
繰

り
下
げ
て
受
給
も
で
き
ま
す
。
そ

の
場
合
、
繰
り
上
げ
ま
た
は
繰
り

下
げ
支
給
の
請
求
を
し
た
時
点

（
月
単
位
）に
応
じ
て
一
定
割
合
で

年
金
額
が
減
額
、
ま
た
は
増
額
さ

れ
ま
す
。

障
害
基
礎
年
金

　
障
害
の
原
因
と
な
る
傷
病
の
初

診
日
に
お
い
て
、
次
の
要
件
の
い

ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
障
害
認

定
日
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
ら

れ
た
障
害
状
態
に
な
っ
た
場
合
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

①
国
民
年
金
加
入
中
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
は
加
入
し
て
い
た
60
歳
以

上
65
歳
未
満
の
方
が
日
本
国
内

に
住
ん
で
い
る
こ
と

②
20
歳
前
で
あ
る
こ
と（
厚
生
年

金
、共
済
年
金
加
入
中
を
除
く
）

◎
①
の
場
合
は
保
険
料
の
納
付
要

件
が
、
②
の
場
合
は
本
人
の
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

障
害
認
定
日
と
は

　
初
診
日
か
ら
１
年
６
カ
月
を
経

過
し
た
日
、
ま
た
は
１
年
６
カ
月

以
内
に
症
状
が
固
定
し
た
日
で
す
。

た
だ
し
、
１
年
６
カ
月
を
経
過
し

た
日
が
20
歳
前
の
場
合
は
、
20
歳

に
達
し
た
日
が
障
害
認
定
日
と
な

り
ま
す
。

遺
族
基
礎
年
金

　
遺
族
基
礎
年
金
は
、
次
の
要
件

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
が
死

亡
し
た
場
合
に
、
そ
の
方
に
よ
っ

て
生
計
が
維
持
さ
れ
て
い
た「
子

の
あ
る
妻
」や「
子
」に
支
給
さ
れ

ま
す
。

・
国
民
年
金
に
加
入
中
の
方

・
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
方

で
、
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方

・
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期

間
を
満
た
し
た
方

・
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方

◎
子
の
年
齢
制
限
や
保
険
料
の
納

付
要
件
が
あ
り
ま
す
。

第
一
号
被
保
険
者
の

独
自
給
付

寡
婦
年
金

　
第
一
号
被
保
険
者
期
間
中
の
納

付（
免
除
期
間
を
含
む
）が
25
年
以

上
あ
る
夫
が
年
金
を
受
け
ず
に
死

亡
し
た
場
合
、
婚
姻
期
間
が
10
年

以
上
あ
る
妻
に
60
歳
か
ら
65
歳
に

な
る
ま
で
の
間
支
給
さ
れ
ま
す
。

死
亡
一
時
金

　
第
一
号
被
保
険
者
期
間
中
の
納

付
が
３
年
以
上
あ
る
方
が
年
金
を

受
け
ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の

遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料

保
険
料

　
月
額　
　

 

１
万
５
０
４
０
円

付
加
保
険
料

　
月
額　
　
　
　
　
　
４
０
０
円

　
定
額
の
保
険
料
に
上
乗
せ
し
て

納
め
る
と
将
来
の
年
金
額
に
付
加

年
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
る
の

が
困
難
な
場
合
は

学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
で
本
人
の
前
年
所
得
が
一

定
基
準
以
下
の
方
は
、
申
請
し
て

承
認
さ
れ
る
と
、
在
学
中
の
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で

す（
一
部
対
象
と
な
ら
な
い
学
校

が
あ
り
ま
す
）。

申
請
免
除（
全
額
免
除
・
一
部
納

付
）

　
本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主

の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の

場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と

保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
以
外
の
場
合
に
特
例
と
し

て
、
天
災
・
失
業
・
倒
産
な
ど
の

理
由
に
よ
り
免
除
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
保
険
料
の
全
額
が
免

除
さ
れ
る「
全
額
免
除
」と
、
保
険

料
の
一
部
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ

り
、
残
り
の
保
険
料
が
免
除
と
な

る「
一
部
納
付
」が
あ
り
ま
す
。

若
年
者
納
付
猶
予

　
本
人（
30
歳
未
満
）お
よ
び
配
偶

者
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下

の
場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る

と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。

　
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
の
承

認
期
間
は
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま

で
で
す
。

法
定
免
除

　
保
険
料
の
納
付
が
法
律
に
よ
っ

て
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方
、
障

害
厚
生（
共
済
）年
金
を
受
け
て
い

る
方
で
障
害
等
級
が
１
級
ま
た
は

２
級
の
方
、
生
活
保
護
法
に
よ
る

生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。
届
出
が
必
要
で

す
。特

別
障
害
給
付
金
制
度

　
国
民
年
金
の
任
意
加
入
期
間

（
60
歳
以
上
の
方
や
外
国
に
住
ん

で
い
る
日
本
人
の
任
意
加
入
期
間

は
除
く
）に
加
入
し
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
障
害
基
礎
年
金
な
ど

を
受
給
し
て
い
な
い
障
害
者
を
対

象
と
し
た
制
度
で
す
。

◎
所
得
に
よ
る
支
給
制
限
が
あ
り

ま
す
。

年
金
に
つ
い
て
の
ご

相
談
は

　
年
金
手
帳
・
配
偶
者
の
年
金
手

帳
・
印
鑑
な
ど
を
持
参
し
て
別
表

４
の
窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ
い

※
問
合
せ
先

　
保
険
年
金
課
保
険
年
金
係

　
　

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
７
１

国
民
年
金
特
集

国民年金の加入者

希望により任意加入できる人（任意加入被保険者）

保 険 料

加 入 者 自営業者・学生などで厚生年金
や共済組合に加入していない方

ご自身で納付します。
厚生年金保険料・共済年金
掛け金として給料から天引
きされます。

厚生年金保険制度・共済組
合制度が一括して負担して
います。

会社員・公務員など職場の
年金に加入している方

第2号被保険者に扶養され
ている配偶者
◎3号届出が必要です

加入手続 区役所・特別出張所の窓口 勤　務　先 配偶者の勤務先

被保険者の
種別

（上乗せ部分）→
＋ ＋

（基礎部分）→ 国民年金（基礎年金）

国民年金基金 厚生年金・共済年金

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方全員が
加入します。

・日本国内に住む60歳以上65歳未満の方（受給資格期間を満たしていない方、年金額の増額を希望する方（480月限
度）に限ります）

・65歳以上70歳未満の方（受給資格期間を満たしていない、昭和40年4月1日以前生まれの方に限ります）
・外国にお住まいの日本人（20歳以上65歳未満）

別表１

別表４　相談窓口
手続き・ご相談の内容 窓　口

・厚生年金のこと
・第3号被保険者に関すること
・保険料のこと
・年金の請求のこと（注3）
　（厚生年金期間・第3号被保険者期間がある人）
・年金相談
　 （国民年金・厚生年金の受給資格期間の確認
・年金額の計算など）

中央年金事務所　☎（3543）1411
　中央区銀座7-13-8　第2丸高ビル1・2階
（注3）年金請求の受付を行っています。
　・街角の年金相談センター大森
　　大田区山王2-8-26　東辰ビル5階
　・街角の年金相談センター新宿
　　新宿区西新宿1-7-1
　　松岡セントラルビル8階

・社会保険労務士による年金相談

区役所1階区民相談室（直接お越しください）
毎月第4水曜日　午後1時～4時
※問合せ先
　保険年金課保険年金係　☎（3546）5370

・第1号被保険者に関すること
・免除の申請のこと
・若年者納付猶予の申請のこと
・学生納付特例の申請のこと
・ 年金の請求のこと（第1号被保険者期間のみの
人）

・特別障害給付金制度のこと

保険年金課保険年金係　☎（3546）5371

別表２　受給資格期間
受給資格期間とは
・保険料を納めた期間（第２号被保険者期間を含む）
・第３号被保険者期間
・保険料全額免除期間
・保険料4分の1納付期間のうち、4分の1の保険料を納めた期間
・保険料半額納付期間のうち、半額の保険料を納めた期間
・保険料4分の3納付期間のうち、4分の3の保険料を納めた期間
・学生納付特例を受けた期間　（注１）
・若年者納付猶予を受けた期間　（注１）
・会社員などの配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間（昭和61年３月以前）（注２）
・昼間部の学生が国民年金に任意加入しなかった期間（平成３年３月以前）（注２）
・昭和36年４月以降の厚生年金の脱退手当金などを受けた期間　（注２）
・昭和36年４月以降、日本国籍を有する方が外国に住んでいた期間（20歳以上60歳未満）（注２）
　（注１）：追納がなければ年金額には反映されません。
　（注２）：年金額には反映されません。

※免除（一部納付）月数の年金額への反映

免除（一部納付）区分 年金額への反映
平成21年3月以前 平成21年4月以降

全額免除期間 月数×2/6 月数×4/8 } 一部納付済であることが前提
3/4免除期間（1/4納付）期間 月数×3/6 月数×5/8
半額免除期間（半額納付）期間 月数×4/6 月数×6/8
1/4免除期間（3/4納付）期間 月数×5/6 月数×7/8
◎加入可能月数とは、一般的に480月（20歳から60歳までの40年間）ですが、昭和16年4月
1日以前に生まれた方は、昭和36年4月1日から60歳までの期間をいいます。

別表３　年金額の計算方法
保険料

納付済月数 ＋ 平成21年３月以前の免除（一部納付）月数の合計（国庫負担1/3） ※
778,500円 × 平成21年４月以降の免除（一部納付）月数の合計（国庫負担1/2へ引き上げ後）

加入可能月数
}



(3)お気軽にお問合せ・ご相談ください。「まごころステーション」☎（3546）0561

平成25年（2013年）11月11日（月曜日） No.１１９５区のおしらせ 1 1 月 1 1 日号

12
月
３
日（
火
）〜
９
日（
月
）は

「
障
害
者
週
間
」で
す

　
１
９
７
５
年
12
月
９
日
、
国
連

で「
障
害
者
の
権
利
宣
言
」が
採
択

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
障
害
者
基

本
法
で
は
、
12
月
３
日
か
ら
９
日

ま
で
を「
障
害
者
週
間
」と
定
め
、

皆
さ
ん
に
障
害
や
障
害
の
あ
る
方

に
対
す
る
関
心
、
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
く
た
め
の
週
間
で
す
。
障

害
の
あ
る
方
の
自
立
と
社
会
参
加

の
実
現
に
向
け
て
、
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

障
害
の
あ
る
方
の
た

め
の
各
種
サ
ー
ビ
ス

の
ご
案
内

　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
居

宅
サ
ー
ビ
ス
や
日
中
活
動
を
支
援

す
る
サ
ー
ビ
ス
、
居
住
施
設
で
支

援
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
各
種
手
当
や

日
常
生
活
ま
た
は
社
会
生
活
を
営

む
た
め
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
、
主
な
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

　
な
お
、
所
得
や
年
齢
、
障
害
程

度
に
よ
る
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

※
問
合
せ
先

　
○
印
の
事
業
に
つ
い
て
は

　
障
害
者
福
祉
課
障
害
者
福
祉
係
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３
５
４
６
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３
５
４
４
）０
５
０
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●
印
の
事
業
に
つ
い
て
は

　
障
害
者
福
祉
課
相
談
支
援
係

 

☎（
３
５
４
６
）６
０
３
２

 

℻  （
３
５
４
４
）０
５
０
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◎
印
の
事
業
に
つ
い
て
は

　
子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
５
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○心身障害者福祉手当
　65歳未満で身体障害者手帳１～３級、愛
の手帳１～４度または脳性まひ、進行性筋
萎縮症の方
○特別障害者手当
　20歳以上で常時特別な介護を必要とする、
おおむね身体障害者手帳１・２級、愛の手
帳１・２度程度の障害が重複している方、
またはこれらと同等の疾病、精神障害のあ
る方（各種手帳を取得していなくても可）
○重度心身障害者手当
　65歳未満で、重度の知的障害と著しい精
神症状のある方、重度の知的障害とおおむ
ね身体障害者手帳１・２級程度の障害が重
複している方、または重度の肢体不自由で
四肢および体幹機能が失われている方
○児童育成手当（障害手当）
　20歳未満の障害のある児童（おおむね身
体障害者手帳１・２級、愛の手帳１～３度
または脳性まひ、進行性筋萎縮症）を扶養
している方
◎児童育成手当（育成手当）
　18歳に達した年度の末日までの児童を扶
養している重度の障害の状態にある保護者
○障害児福祉手当
　20歳未満で常時介護を必要とする、おお
むね身体障害者手帳１級と２級の一部、愛
の手帳１・２度程度の方、またはこれらと
同等の疾病、精神障害のある方（各種手帳
を取得していなくても可）
○特別児童扶養手当
　20歳未満の障害のある児童（身体障害者
手帳１～３級と４級の一部、愛の手帳１～
３度程度または精神障害のある児童）を扶
養している方
◎児童扶養手当
　18歳に達した年度の末日までの児童（中
度以上の障害をもつ児童の場合は20歳未
満）を扶養している重度の障害の状態にあ
る保護者

○訪問入浴サービス
　65歳未満の心身障害のある方で、身体障害者
手帳１・２級または愛の手帳１・２度の方が、
長期にわたり入浴することが困難な場合に週１
回（年51回）訪問入浴車による入浴サービスを受
けられます。
○理美容サービス
　65歳未満の重度の障害のある方で、身体障害
者手帳１級（下肢または体幹機能障害）および愛
の手帳１度ならびに精神保健福祉手帳１・２級
の方で理容所や美容所の利用が困難な方は、年
６回出張サービスが受けられます。
○ふとん乾燥・丸洗い
　65歳未満の重度の障害のある方で、身体障害
者手帳１・２級および愛の手帳１・２度ならび
に精神保健福祉手帳１・２級の方で家族などに
よるふとんの乾燥が困難な場合に、乾燥（年10
回）、丸洗いと水洗い（各年１回）が受けられます。
○紙おむつの支給
　３歳以上65歳未満で、身体障害者手帳１・２
級および愛の手帳１・２度ならびに精神保健福
祉手帳１・２級の方が、常時寝たきりで失禁状
態にあり、おむつを必要としている場合に、月
150枚まで支給します。
　入院中で病院指定のおむつを使用している方
には、一定の助成金を支給します。
○重度心身障害者介護者慰労
　特別障害者手当または重度心身障害者手当を
現在受給している障害のある方を在宅で介護し
ている方に、食事券・マッサ―ジ券・旅行券の
うち希望するもの（組み合わせも可）を給付しま
す（３万円以内）。

○緊急通報システム
　18歳以上で、ひとり暮らしなどの重度の身体
障害のある方や難病患者の生活の安全を確保す
るため、緊急通報システム機器を貸与します。
平成24年度から、緊急時に地域の協力（協力員）
が必要な消防方式のほかに、民間事業者が協力
員を担う、民間方式が始まりました。
　聴覚などに障害のある方のためには、緊急フ
ァクス制度もあります。
○火災安全システム
　消防方式による緊急通報システムの利用者
（難病患者を除く）に、家庭内での火災による緊
急事態に備えて、住宅用防災機器を給付します。
○重度脳性まひ者介護
　20歳以上の、重度の脳性まひ（身体障害者手
帳１級）で、単独での屋外活動が困難な方を介
護するための援助をします。ただし、介護給付
費などのサービスを受けている方は除きます。
●日常生活用具購入費の給付
　障害のある方の日常生活を支援するため、各
種用具購入費を給付します。
・特殊寝台（高さや傾きが調整できます）
・入浴補助用具（シャワーチェアー、入浴台など）
・聴覚障害者用通信装置（ファクスなど）ほか
　ただし、介護保険サービスによる福祉用具貸
与との共通品目は除きます。
●住宅設備改善費の助成
　身体障害のある方や難病患者などが、使いや
すく、より安全な住まいにするために、自宅の
浴室・玄関・トイレ・居室・台所の設備を改善
する費用の全部または一部を助成します。
　なお、歩行ができない身体障害のある方の室
内移動を容易にする「屋内移動装置」「階段昇降
機」の設置も住宅設備改善に含まれます。
　ただし、介護保険や高齢者福祉で同様のサー
ビスを受けられる方を除きます。必ず事前にご
相談ください。
○家具類の転倒防止器具設置
　肢体の障害が身体障害者手帳１～４級、視覚
障害１～６級および愛の手帳１～３度ならびに
精神保健福祉手帳１・２級の方のご自宅に、家
具転倒防止板などの器具を設置します。ただし、
中央区家具類転倒防止器具取付事業の対象とな
る方は除きます。
●短期入所・自立生活体験
　障害のある方の家族などが病気などのために
一時的に障害のある方を介護できないとき、ま
たは障害のある方の精神的自立と日常動作の自
立を図りたいとき、「レインボーハウス明石」で
１回７日（年間90日）を限度に、利用できます。
●日中一時支援
　「レインボーハウス明石」の日帰り利用です。
短期入所と合わせ、年間90日を限度に利用でき
ます。
●生活サポート
　障害のために日常生活を営むのに支障がある
方に家事援助などのサービスを行います。

○障害者福祉タクシー利用券などの給付
　下肢・体幹の障害が身体障害者手帳１～
３級、内部機能障害１・２級、視覚障害１・
２級、脳性まひ・進行性筋萎縮症１～６級、
愛の手帳１・２度、精神保健福祉手帳１級
の方に、申請時期に応じて、年間１万円～
４万円相当の障害者福祉タクシー券または
自動車燃料費（ガソリン代など）のどちらか
を支給します。
　ただし、自動車燃料費は、自家用の自動
車を運転される場合などに対象となります。

○リフト付ハイヤーの運行
　日常の外出時に車いすを利用しているか
寝たきりの重度心身障害のある方などに、
車いすや移動寝台車に乗ったまま乗降でき
るリフト付ハイヤーを運行し、その運賃の
一部を助成（原則月４回以内）します。

●心身障害者等移送用自動車改造費助成
　心身障害のある方(下肢・体幹の障害が身
体障害者手帳１～３級、内部機能障害１級、
視覚障害１級、脳性まひ・進行性筋萎縮症
１～６級、愛の手帳１・２度など)を介護す
る家族が所有する自動車に、改造を行う場
合または障害のある方仕様の自動車を新た
に購入する場合に経費の一部を助成します。
●自動車運転教習費の助成
　所得が一定額以下で運転免許適性試験に
合格した身体障害者手帳１～３級（内部機
能障害は１～４級、下肢・体幹機能障害は
１～５級で歩行が困難な方）または愛の手
帳１～４度をお持ちの方に運転教習所入所
料・技能学科教習料・教材費の一部または
全部を助成します。

●身体障害者用自動車改造費助成
　重度の上肢・下肢・体幹機能障害のある
方自らが所有し、運転する自動車に、改造
を行う場合に、経費の一部を助成します。

●個別移動支援
　知的障害のある方や精神障害のある方な
どが社会生活上、必要不可欠な外出をする
際のマンツーマンによる支援を行います。
なお、視覚障害のある方は、障害福祉サー
ビスの同行援護をご利用できます。

○電話料の助成
　18歳以上で、下肢・体幹・内部の障害が身
体障害者手帳１・２級および視覚障害１級の
方がいる住民税が非課税の世帯に、電話の
基本料金と通話料を合わせて2,500円まで助
成します。また、聴覚・音声・言語機能障害
１～３級の方（６歳以上）がいる世帯で、ファク
スを使用している場合も助成します。
○知的障害者位置情報サービス費用助成
　外出時に道に迷う恐れのある在宅の知的
障害のある方（愛の手帳所持者）の保護者に
ＧＰＳ(人工衛星測位システムと携帯電話網）
または既にお持ちの携帯電話などによる位置
情報サービスの利用料の一部を助成します。
○手話通訳者等派遣
　聴覚などに障害のある方に、月20時間まで
手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
○手話通訳者が窓口でお手伝いしています
　聴覚障害のある方・音声または言語機能
障害のある方が、区役所に来られたときに
手話を用いて円滑なコミュニケーションが
図れるよう、手話通訳者が各種相談や手続
きのお手伝いをしています。
・利用日時
　毎週金曜日（閉庁日を除く）
　午前10時～正午・午後１時～３時
・利用方法
　区役所１階受付（まごころステーション）
　にお申し出ください。

○障害者就労支援センター
　障害のある方が一般企業などへ就労する
場合や就労後に、専任のコーディネーター
が、就労や生活に関する相談や支援を行っ
ています。

在宅の方へのサービス社会参加のためのサービス

手　当



(4)

対
象

日
時

問
合
せ（
申
込
）先

定
員

費
用

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

申
込
方
法

会
場

内
容

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

平成25年（2013年）11月11日（月曜日） No.１１９５区 の お し ら せ 1 1 月 1 1 日 号

（５頁からのつづき）情報コーナー
◎詳しくはホームページをご覧くだ

さい。
逢（公社）東京都宅地建物取引業協会

千代田中央支部事務局
　☎（３２９３）０８７８
茜http://www.chiyoda-chuo.gr.jp

区議会本会議ラジオ放送
　平成25年第四回定例会は11月22日

（金）から12月３日（火）までの会期12
日間で開かれる予定です。
　中央区議会では、コミュニティＦ
Ｍ放送「中央エフエム・ラジオシテ
ィ」で、本定例会の一般質問を生中
継します。ぜひお聴きください。

［番組名］中央区議会中継
［放送日時（予定）］11月25日（月）・26

日（火）
　午後２時～６時

［周波数］ＦＭ84.0ＭＨz
逢議会局調査係
　☎（３５４６）５５５９

町会・自治会に加入しましょう！
　町会・自治会は、地域に住み働く
人たちが、住民同士の交流や地域行
事、防犯・防災などの地域活動に取
り組んでる地縁による自主的な団体
です。中央区には、現在175の町会

・自治会があります。
　ぜひ、町会・自治会に加入し、豊か
で住みよいまちづくりにご参加くだ
さい。なお、居住地域の町会長・自
治会長をご紹介しますので、お問合
せください。

［主な活動内容］
・情報交換
　区役所などからのお知らせを回覧
・配布することで、生活に役立つ情
報を提供しています。
・防災活動
　日頃からもしもの災害に備えた防
災訓練を実施するとともに、災害用
資器材の配備などを行っています。
・防犯・交通安全活動
　防犯パトロールなど、地域の安全
安心のための活動を行っています。
・環境美化活動
　空き缶やびん、ペットボトルなど
の資源回収や町内清掃などを通じて
地域美化に努めています。
・親睦活動
　盆踊り大会など、地域の幅広い世
代の方たちと触れ合えるイベントを
実施しています。

［事業主の皆さんへ］
　町会・自治会に加入し、区の商工
業融資を利用した場合、借受人負担
利率を優遇します。
◎町会・自治会の活動やお知らせな

どは「中央区町会・自治会ネット」
ホームページでご覧いただけます。
逢・京橋地域
　　地域振興課自治振興係
　　☎（３５４６）５３３６
　・日本橋地域
　　日本橋特別出張所地域活動係　
　　☎（３６６６）４２５１
　・月島地域
　　月島特別出張所地域活動係
　　☎（３５３１）１１５１
茜中央区町会・自治会ネット
　http://chokai-jichikai.genki365.net

net平成25年度歳末たすけあい運動にご協力ください
　歳末たすけあい運動は、共同募金
の一環として区民の皆さんをはじ
め、町会・自治会、各種団体や企業
など地域の方々のご協力により、毎
年実施しています。皆さんからの募
金は、地域福祉推進のため、社会福
祉協議会が行う各種事業に使用して
います。さらに「寝たきり高齢者の
介護者」や「在宅心身障害児の保護
者」、「交通遺児」に見舞金として贈
呈します。
　募金は、次の窓口で受け付けるほ
か、郵便局で使える払込票（手数料
無料）もご用意しています。

［募金受付窓口］

　区役所４階福祉保健部生活支援
課、日本橋・月島特別出張所、社
会福祉協議会２階管理部

［主催］東京都共同募金会（中央地区
協力会）

［実施］中央区社会福祉協議会　
［協力］中央区
［協賛］各町会・自治会、各女性団体、

中央区民生・児童委員協議会
募金箱を設置してくださるお店や
企業さん大募集！

　店舗や社内に期間限定で募金箱を
設置してくださる企業や店舗を募集
しています。身近な社会貢献をして
みませんか。
 交通遺児の方へ見舞金を贈呈
　区内在住で、両親もしくは父母の
どちらかを交通事故で亡くされた平
成７年４月２日以降生まれの18歳以
下の方に対し、見舞金を贈呈します。
姶12月２日（必着）までに住所・氏名・

生年月日・電話番号・保護者氏名を
明記し、交通事故証明書の写しと、
亡くなられた方とお子さんの関係
が明記されている公的な書類（戸
籍謄本など）を同封の上、郵送で
申込む。

逢〒104－0032
　中央区八丁堀４－１－５
　中央区社会福祉協議会管理部
　☎（３２０６）０５０６

　
11
月
12
日（
火
）か
ら
25
日（
月
）

ま
で
の
２
週
間
、「
女
性
に
対
す

る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」が
実
施

さ
れ
ま
す
。

女
性
に
対
す
る
暴
力
と
は

　
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
・
近
親
者
な

ど
か
ら
の
暴
力
や
性
犯
罪
、
売
買

春
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
は
、

女
性
の
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る

も
の
で
あ
り
、
克
服
す
べ
き
重
要

な
問
題
で
す
。

女
性
に
対
す
る
暴
力
が
起
き
る
背

景
　
暴
力
は
男
女
を
問
わ
ず
許
さ
れ

な
い
も
の
で
す
が
、
女
性
に
対
す

る
暴
力
は
性
的
な
も
の
を
含
む
場

合
も
多
く
、
加
害
者
と
な
る
男
性

に
は
、
被
害
を
受
け
る
女
性
の
苦

痛
な
ど
に
対
す
る
思
い
や
、
対
等

な
存
在
と
し
て
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
の
認
識
の
欠
如
が

見
ら
れ
ま
す
。

区
に
お
け
る
取
り
組
み

　
次
の
会
場
で
女
性
に
対
す
る
暴

力
の
防
止
を
呼
び
か
け
る
啓
発
パ

ネ
ル
の
巡
回
展
示
を
行
い
ま
す
。

・
日
本
橋
区
民
セ
ン
タ
ー

　
11
月
12
日（
火
）〜
19
日（
火
）

・
区
役
所
１
階

　
11
月
20
日（
水
）〜
29
日（
金
）

・
月
島
区
民
セ
ン
タ
ー

　
11
月
30
日（
土
）〜
12
月
６
日

（
金
）

・
女
性
セ
ン
タ
ー
「
ブ
ー
ケ
21
」

　
11
月
12
日（
火
）〜
12
月
27
日

（
金
）

女
性
の
た
め
の
相
談
窓
口

﹁
ブ
ー
ケ
21
﹂面
談
相
談（
要
予
約
）

　
面
談
、
電
話
で
ご
相
談
が
で
き

ま
す
。

日　
時

・
毎
月
第
１
・
５
水
曜
日
、
第
４

火
曜
日

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

・
毎
月
第
２
火
曜
日
、
第
３
水
曜

日
　
午
後
３
時
30
分
〜
８
時
30
分

◎
い
ず
れ
も
祝
日
・
年
末
年
始
を

除
く
。

◎
お
子
さ
ん
連
れ
の
方
で
も
安
心

し
て
相
談
で
き
る
よ
う
に
、
託

児
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す

（
要
予
約
）。

﹁
ブ
ー
ケ
21
﹂
電
話
相
談
（
予

約
不
要
）

　
電
話
で
の
ご
相
談
が
で
き
ま
す
。

日　
時

　
毎
週
月
曜
日

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

　
（
祝
日・　
年
末
年
始
を
除
く
）

※
問
合
せ
先

　
女
性
セ
ン
タ
ー
「
ブ
ー
ケ
21
」

　
総
務
課
女
性
施
策
推
進
係

　

 

☎（
５
５
４
３
）０
６
５
３

女
性
相
談

日　
時　
月
〜
金
曜
日

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

※
問
合
せ
先

　
子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

　

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
５
０

 

全
国
一
斉﹁
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
﹂
強
化
週
間
の
実
施

　
東
京
都
人
権
擁
護
委
員
連
合

会・東
京
法
務
局
主
催
に
よ
る「
女

性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン｣

が
11

月
18
日（
月
）か
ら
24
日（
日
）ま
で

強
化
週
間
と
し
て
実
施
さ
れ
、
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
７
時
ま
で

相
談
を
行
い
ま
す（
た
だ
し
、土・

日
曜
日
は
午
前
10
時
か
ら
午
後
５

時
ま
で
）。

　
な
お「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
」は
、
年
間
を
通
じ
て
女
性

を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題

に
関
す
る
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
（
全

国
共
通
番
号
）

　

 

☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

　
（
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

　
５
時
15
分
受
付
）

　
区
内
３
カ
所
に
あ
る
い
き
い
き

館（
敬
老
館
）で
は
、
高
齢
者
の
皆

さ
ん
の
憩
い
の
場
、
健
康
づ
く

り
・
仲
間
づ
く
り
・
生
き
が
い
づ

く
り
の
場
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
サ

ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
各
館
の
お
す
す
め
事
業
を
ご
案

内
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

い
き
い
き
桜
川
﹁
ハ
ー
プ
コ
ン

サ
ー
ト
﹂

　
軽
や
か
な
ハ
ー
プ
の
音
色
を
聴

い
て
、
心
豊
か
な
時
間
を
過
ご
し

ま
せ
ん
か
。

日　
時　
12
月
１
日（
日
）　
午
後

　
　
２
時
開
演　

奏　
者　
金
子
芽
生

定　
員　
１
０
０
名
程
度（
先
着

　
　
　
順
）

い
き
い
き
浜
町
﹁
中
央
区
歴
史

探
索
教
室
﹂

　
中
央
区
の
江
戸
時
代
か
ら
戦
後

20
年
頃
ま
で
の
歴
史
を
文
化
財
サ

ポ
ー
タ
ー
と
一
緒
に
勉
強
・
研
さ

ん
し
ま
し
ょ
う
。
も
っ
と
地
元
が

好
き
に
な
る
は
ず
で
す
。

日　
時　
11
月
17
日（
日
）

　
　
　
午
前
10
時
30
分
〜
正
午

人
権
擁
護
相
談

　
「
い
じ
め
」や「
差
別
」な
ど
人
権

問
題
で
お
困
り
の
方
は
、
ぜ
ひ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

日　
時

・
毎
月
第
３
木
曜
日

　
午
後
１
時
〜
４
時

　
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

相
談
場
所

　
区
役
所
１
階
区
民
相
談
室

※
問
合
せ
先

　
広
報
課
広
聴
係

　

 

☎（
３
５
４
６
）５
２
２
２

定　
員　
20
名（
先
着
順
）

い
き
い
き
勝
ど
き
﹁
始
め
よ
う

﹃
数
独
初
歩
﹄﹂

　
正
方
形
の
枠
内
に
１
〜
９
ま
で

の
数
字
を
入
れ
る
パ
ズ
ル「
数
独
」。

頭
の
体
操
に
ぜ
ひ
ど
う
ぞ
。
初
心

者
向
け
の
講
座
で
す
。

日　
時　
11
月
16
日（
土
）・
29
日

　
　
（
金
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30

　
　
分

定　
員　
12
名（
先
着
順
）

共　
通

対　
象　
区
内
在
住
で
60
歳
以
上

　
　
　
の
方

費　
用　
無
料

申
込
方
法　
各
い
き
い
き
館（
敬

　
　
　
老
館
）に
電
話
で
直
接
申

　
　
　
し
込
む
。

※
問
合
せ（
申
込
）先

　
い
き
い
き
桜
川（
桜
川
敬
老
館
）

　

 

☎（
３
５
５
３
）０
０
３
０

　
い
き
い
き
浜
町（
浜
町
敬
老
館
）

　

 

☎（
３
６
６
９
）３
３
８
５

　
い
き
い
き
勝
ど
き（
勝
ど
き
敬

老
館
）

　

 

☎（
３
５
３
１
）３
２
５
８

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

い
き
い
き
館
に
ご
来
館
く
だ
さ
い

～
晩
秋
の
お
す
す
め
事
業
の
ご
案
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平成25年（2013年）11月11日（月曜日） No.１１９５区 の お し ら せ 1 1 月 1 1 日 号

（６頁からのつづき）情報コーナー

催し物
第４日曜日はプラネタリウム
へ行こう！
宇宙の旅人・彗星の正体にせまる
唖11月24日（日）
　午後１時～２時（開始５分前には

要入場）
娃タイムドーム明石プラネタリウム

ホール
阿太陽系内で、太陽に近づくと尾を

ひく不思議な天体、彗星。その成
り立ちや尾をひく理由などを解説
します。またこれから見頃を迎え
るといわれるアイソン彗星につい
ても紹介します。
愛86名（先着順）
挨無料
◎直接会場へお越しください。
◎入場整理券を当日正午から受付で

配布します。
逢郷土天文館「タイムドーム明石」
　☎（３５４６）５５３７

小学生の東根市との交流参加
者募集
　区内の小学生と友好都市である山
形県東根市の小学生が交流し、友好
を深めるため、それぞれの地域を交
互に訪問する「中央区・東根市児童
交歓会」を行います。
　今年度は中央区の小学生が東根市
を訪問します。

［期間］平成26年２月１日（土）～２日
（日）の１泊２日
娃山形県東根市
亜次の要件を満たす方
・平成26年８月第２週に東根市の小

学生を中央区に迎えて行う児童交
歓会（都内・区内見学、東京湾大
華火祭観覧など）にも参加できる
こと

・区内在住の小学校３・４年生とそ
の保護者、２人１組で参加できる
こと

◎次の場合は保護者１名につき児童
２名まで参加可能
・小学校３・４年生の兄弟姉妹が

一緒に参加する場合
・友達同士の児童を一方の保護者

が引率して参加する場合
阿２月１日（土）
・雪遊び体験、餅つき
　２月２日（日）
・東根産の食材などを利用した昼食

デザート作り
・焼き麩作り体験
・雪中いちご狩り

［交通機関］山形新幹線
愛20組40名（申込多数の場合は抽選）
挨参加者１組２万円（ 児童２名を保
　護者１名が引率する場合は、２万
　８千円）。また、その他に保護者交

流会費用として若干の費用がかか
る場合があります。
姶12月６日（必着）までに、はがきま

たは区立小学校で配布する申込書
に①住所②児童・保護者の氏名（ふ
りがな）・性別③電話番号④児童
の在学校名・学年⑤保護者の「児
童との関係」を記入して、郵送ま
たは直接持参して申込む。
逢〒104－8404

　中央区築地１－１－１
　文化・生涯学習課文化振興係
　☎（３５４６）５３４６

国保・年金手帳

社会保険料は所得控除の対象
です
　国民健康保険・介護保険・後期高
齢者医療保険および国民年金の保険
料は、全額が社会保険料として所得
控除の対象になります。
　１月から12月までに納めた保険料
を領収書や口座振替通知（12月送付
予定）などで確認の上、年末調整ま
たは確定申告の際に忘れずに申告し
てください。なお、国民年金保険料
については「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が11月上旬に日本
年金機構から送付されますので、必
ずこの証明書（または領収証書）を添
付してください。
逢・国民健康保険・介護保険・後期

　高齢者医療保険について
　　保険年金課収納係
　　☎（３５４６）５３６５
　・国民年金保険について
　　中央年金事務所国民年金課
　　☎（３５４３）１４１１
　・年金保険料の控除証明書につい

　て
　　控除証明書専用ダイヤル（平成

　26年３月14日（金）まで。祝日・
　年末年始を除く）

　　☎０５７０（０７０）１１７
　・ＩＰ電話などの方は
　　☎（６７００）１１３０

その他
「中央区の森」事業へのご寄附
ありがとうございました
　４月から９月末まで、「中央区の
森」事業に132,000円のご寄附をいた
だきました。これにより、事業開始
当初から平成25年９月末現在の総額
は4,050,989円になりました。寄附金
は「中央区森とみどりの基金」に積み
立て、森林保全活動を行う団体への
活動費助成などに使われています。
寄附金内訳（敬称略）

　４月から９月までにご寄附いただ
いた方（順不同・敬称略）

［個人］大久保みよ子、喜納愛子、ほ
か２名

［団体］株式会社ジェーシービー、三
菱製紙販売株式会社
逢環境推進課環境活動係
　☎（３５４６）５６５４

災害時地域たすけあい名簿登
録のご案内
　災害時に一人で避難できないなど
の理由により、地域との助け合いを
希望する方は｢たすけあい名簿｣にご
登録ください。
亜・65歳以上でひとり暮らしの方
　・要介護状態の方
　・身体に障害のある方
　・知的障害のある方
　・精神に障害のある方　　　など
◎上記の方には11月下旬に登録申込
　書を郵送します。　
◎難病患者の方や上記に準ずる方で

　登録を希望する方は、お問合せく
　ださい。
◎名簿は、区内の警察署、消防署、

防災区民組織（未組織の場合は町
会・自治会）および民生委員など
に配布します。

◎地域による助け合いには近隣の方
々との日常的な交流が大切です。
地域の行事や活動などには、積極
的に参加しましょう。

◎「たすけあい名簿」に登録されてい
ても、災害の状況によってはなか
なか助けに行けない場合もありま
す。水・食糧の備蓄、家具類転倒
防止器具の取り付けなど、自ら災
害に備えましょう。

［内容の変更について］
　すでに登録されている方で緊急連

絡先などの登録内容に変更がある
方は、ご連絡ください。
逢高齢者福祉課高齢者福祉係
　☎（３５４６）５３３４
　ＦＡＸ（３２４８）１３２２

「日本橋川・亀島川流域連絡
会」の委員募集
　都では、日本橋川・亀島川に関わ
る情報や意見交換を行うため、委員
を募集します。

［応募資格］区内在住・在勤・在学の
方で日本橋川・亀島川に関心があ
り、年３回程度昼間の会議に出席
できる個人および団体
愛十数名

［任期］２年間
姶12月25日（必着）までに住所、氏名、

年齢、性別、電話番号を明記し、
400～800字程度の作文「日本橋川
・亀島川について思うこと」を添
えて郵送する。

［通知］選考の上決定者には平成26年
１月下旬ごろ通知します。

◎報酬・交通費の支給はありません。
◎応募書類は返却できません。
逢〒104－0044
　中央区明石町２－４
　都第一建設事務所工事課工務係
　「日本橋川・亀島川流域連絡会事
　務局」
　☎（３５４２）１２９２

在宅生活を支えるための訪問
指導
　看護や介護、または介護予防の面
から指導を必要とする在宅の方を対
象として、保健師が家庭を訪問し、
専門的な立場から介護予防や介護方
法などについて指導・助言します。
亜次の①または②に当てはまる方

①65歳以上で次のいずれかに該当
する方

・介護保険の要介護認定を受け、「自
立」と判定された方のうち生活習
慣病など健康に不安のある方

・各健康診査の生活機能評価の結
果、介護予防の必要があると思
われる方

②「要支援」「要介護」の方を介護
しているご家族で、介護方法や
認知症への対応などについてお
悩みの方

阿・生活習慣病予防の生活指導
・閉じこもり、うつ、認知症予防

の生活指導
・歩行など、日常生活動作の改善

指導

　・介護方法の助言・指導
　・認知症への対応・相談
挨無料
姶電話で申込む。
逢介護保険課地域支援係
　☎（３５４６）５６９５
そのほかの訪問指導

　高齢者以外（64歳以下の方、精神
障害や難病の方）の訪問指導につい
ては中央区保健所、日本橋・月島保
健センターにご相談ください。
逢中央区保健所健康推進課保健担当
　☎（３５４１）５９６３
　日本橋保健センター
　☎（３６６１）３５１５
　月島保健センター
　☎（５５６０）０７６５

ネズミ個別相談会のお知らせ
　天井裏で音がする、食物をかじら
れたなど、ネズミによる被害でお困
りの方を対象に相談会を開催します。
ネズミの防除は、ネズミが生息しに
くい環境を整えることや、ネズミの
種類や生態に応じた工夫が重要です。
　相談会では、専門の相談員が個別
に相談内容を聞き取り、被害の状況
に応じた対策についてお答えします。
唖12月５日（木）
　午前10時～午後３時
◎相談時間は１人30分間。
娃月島区民センター１階会議室
亜原則として月島地域の在住者また

は月島地域の事業所でネズミ被害
にお困りの方

阿被害状況に応じたネズミ防除対策
について

［相談員］東京都ペストコントロール
協会相談員

愛24名
挨無料
姶11月11日（月）から12月４日（水）ま

でに電話で申し込む。
◎定員になり次第、受付終了
逢中央区保健所生活衛生課環境衛生

係
　☎（３５４１）５９３８

あたたかい善意ありがとうご
ざいました
社会福祉協議会への寄付

　平成25年９月分寄付合計136,402円
（敬称略・順不同）
［一般寄付金］
　株式会社ハッピー ･パスポート…
10,000円、常山雅子…10,000円、佃
二丁目鈴木猛夫…2,299円、原田英
子…3,000円、池田富三…50,000円、
常山晴代…10,000円、松原美枝子…
3,000円、保田清…5,000円、有限会
社三谷葬儀社…10,000円、三谷和美
…5,000円、匿名（２件）…15,103円（内
訳　10,000円、5,103円）

［ボランティア基金］
　中央美世の会…3,000円、匿名（１
件）…10,000円
逢中央区社会福祉協議会管理部
　☎（３２０６）０５０６

休日無料不動産相談会
唖12月１日（日）
　午前11時～午後４時
娃数寄屋橋公園
◎直接会場へお越しください。
 （４頁につづく）
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中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」（10分番組）（月～金曜日　AM10：30 ～ 10：40　PM3：00 ～ 3：10　PM9：30 ～ 9：40　祝日・休日、年末年
始を除く）、企画番組「ウィークリー声の架け橋」（20分番組）（月～金曜日　AM10：40 ～ 11：00　PM3：10 ～ 3：30　PM9：40 ～ 10：00　土・日曜日　AM10：00
～ 10：20　PM3：00 ～ 3：20　PM9：40 ～ 10：00）はFMラジオ84.0MHzで放送しています。

平成25年（2013年）11月11日（月曜日） No.１１９５区 の お し ら せ 1 1 月 1 1 日 号

　作品持ち帰り袋（直径25cmくらい
の作品が入るもの）
姶11月17日（日）までに電話で申込む

（午前９時～午後５時受付）。
逢新富区民館
☎（３２９７）４０３８

子育てクッキング教室
～親子で楽しく学ぶ幼児食～

唖12月４日（水）
　午後１時30分～３時30分
娃日本橋保健センター５階
亜２歳６カ月～４歳の幼児と保護者
阿・保護者
　　心と体を育む幼児食
　　（話と料理紹介）
　・幼児

　食べることが好きになる！食育
遊び

　・親子で楽しく試食
愛15組（先着順）
挨無料
姶11月11日（月）から電話で申込む
（電子申請も可）
逢日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１

ハーブリサイクル教室
～クリスマス・キャンドルアレンジづくり～

唖12月18日（水）
　午後１時30分～３時30分
娃ほっとプラザはるみ
亜18歳以上の区内在住・在勤・在学者
阿ほっとプラザはるみの屋上庭園に

植栽しているローズマリーを使用
して、クリスマス・キャンドルア
レンジを作ります。ハーブの香り
とキャンドルの灯りで、すてきな
ひとときを過ごしませんか。
愛30名（申込多数の場合は抽選）。
◎抽選となった場合は、過去に参加

していない方を優先します。
挨300円

［持ち物］筆記用具、普段使用してい
る花バサミ

［服装］汚れてもよい服装でご参加く
ださい（ハーブの摘み取り作業を
行うため）。

姶11月29日（必着）までにはがきに①
～⑤（７頁記入例参照）を記入して
申込む（電子申請も可）。

逢環境推進課環境活動係
　☎（３５４６）５４０３

福祉センター要約筆記講習会
～基礎とパソコン要約筆記～
　要約筆記とは、中途失聴者や難聴
者など手話によるコミュニケーショ
ンの難しい方のために、話し言葉を
文字にして伝える方法です。
　要約筆記の基礎とパソコン要約筆
記の初歩を学ぶために講習会を実施
します。手話の経験は不要です。
唖平成26年１月７日から３月18日　

毎週火曜日（２月11日（祝）を除く）
計10回

　午後１時30分～３時30分
娃福祉センター３階第１会議室
亜区内在住・在勤の方
阿要約筆記の基礎およびパソコン要

約筆記の初歩
愛20名（申込多数の場合抽選）
挨無料

［持ち物］ノートパソコン（パソコン要
約筆記で使用、ＯＳはWindows
ＸＰ以上。貸出は実施しません）

姶12月20日（金）までに電話またはフ
ァクスに①～⑤（７頁記入例参照）
を記入して申込む（電子申請も可）。
逢福祉センター管理係

「さわやか健康教室」「はつらつ
健康教室」に参加しませんか？
1月からの受講生募集中
　介護認定を受けていない方を対象
に介護予防を目的とし、元気高齢者
向けの「さわやか健康教室」および生
活機能が低下傾向にある方向けの

「はつらつ健康教室」を実施します。
　「さわやか健康教室」は高齢者向け
のトレーニングマシンを使って筋力
アップを図ります。また「はつらつ
健康教室」は転倒予防や膝痛・腰痛
予防に効果のある体操を中心に基礎
体力の向上を図ります（一部マシン
トレーニングも含む）。
　どちらの教室もインストラクター
の指導のもと、参加者一人ひとりの
状況に合わせたトレーニング計画を
作成しますので、初めての方も安心
して参加できます。定期的に栄養改
善・口腔ケアのミニ講習会も行います。
　健康づくりをしたい方、興味があ
る方はぜひご参加ください。
さわやか健康教室
唖・娃別表１のとおり
阿問診、血圧測定実施後、高齢者向

けのトレーニングマシンを使った
トレーニングなどを行います。
愛各コース12名（申込多数の場合は

抽選）
姶12月９日（消印有効）までにはがき

に①～⑤（７頁記入例参照）⑥生年

月日⑦希望するコースを記入して
申込む（電子申請も可）。

さわやか健康教室（体験教室）
唖・娃別表２のとおり
亜区内在住で生活機能が低下してい

ない60歳以上の健康な方
阿高齢者向けのトレーニングマシン

を使ったトレーニングなど
愛１回につき12名（先着順）
姶11月20日（水）までに電話で申込む。
◎過去に本事業を受講された方は申

込みできません。
さわやか健康教室共通
逢高齢者福祉課高齢者福祉係
　☎（３５４６）５３５３
はつらつ健康教室
唖・娃別表３のとおり
亜区内在住で健康だが生活機能が低

下しているおおむね65歳以上の方
阿問診、血圧測定実施後、体操など

を行います。
愛各コース15名（先着順、定員に空

きが出次第、随時ご案内します。）
姶お近くのおとしより相談センター

へ相談の上、申込む。
◎参加は年間１回限りとなります。
逢京橋おとしより相談センター
　☎（３５４５）１１０７
　日本橋おとしより相談センター
　☎（３６６５）３５４７
　月島おとしより相談センター
　☎（３５３１）１００５

別表１　さわやか健康教室
コース 毎週月曜日　午前コース 毎週火曜日　午後コース 毎週金曜日　午前コース

日　時
平成26年1月6日～3月24日の

3カ月間　計12回
（最長6カ月まで継続可）

平成26年1月7日～3月25日の
3カ月間　計12回

（最長6カ月まで継続可）

平成26年1月10日～3月28日の
3カ月間　計12回

（最長6カ月まで継続可）
午前9時30分～正午 午後1時30分～4時 午前9時30分～正午

会　場 浜町高齢者トレーニングルーム ケアプラザあいおい いきいき桜川（桜川敬老館）

住　所 日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 佃3－1－15　相生の里1階 入船1－1－13　2階

◎曜日・会場を替えて年４回募集します。

別表３　はつらつ健康教室
コース 毎週月曜日　午後コース 毎週火曜日　午前コース 毎週火曜日　午後コース

日　時
平成26年1月6日～3月24日

の3カ月間　計12回 
（最長6カ月まで継続可）

平成26年1月7日～3月25日
の3カ月間　計12回 

（最長6カ月まで継続可）

平成26年1月7日～3月25日
の3カ月間　計12回 

（最長6カ月まで継続可）
午後1時30分～4時 午前9時30分～正午 午後1時30分～4時

会　場 浜町高齢者トレーニングルーム いきいき桜川（桜川敬老館） マイホームはるみ

住　所 日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 入船1－1－13　2階 晴海1－5－1

コース 毎週水曜日　午後コース 毎週木曜日　午前コース 毎週木曜日　午後コース

日　時
平成26年1月8日～3月26日

の3カ月間　計12回 
（最長6カ月まで継続可）

平成26年1月9日～3月27日
の3カ月間　計12回 

（最長6カ月まで継続可）

平成26年1月9日～3月27日
の3カ月間　計12回 

（最長6カ月まで継続可）
午後1時30分～4時 午前9時30分～正午 午後1時30分～4時

会　場 ケアプラザあいおい 浜町高齢者トレーニングルーム いきいき桜川（桜川敬老館）

住　所 佃3－1－15　相生の里1階 日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 入船1－1－13　2階

◎ 今回の募集以外でも定員に空きが出次第、毎月申込めます。ただし、一人年間１回限りとなります。

（７頁からのつづき）情報コーナー ［教室に参加できない方の例］
・要介護認定・要支援認定を受けて

いる方
・心臓病、重度の高血圧、骨粗しょ

う症などの方
◎運動中のけがや事故を防止するた

め、上記以外でも教室に参加でき
ない場合もありますので、あらか
じめ問合せ先にご相談ください。
挨無料

◎受講が決定した方には提出書類な
どを郵送します。

◎生活機能の低下については厚生労
働省作成の「基本チェックリスト」
をもとに判定します。基本チェッ
クリストはお近くのおとしより相
談センター内で実施できるほか、
いきいき館・シニアセンターなど
で配布するチラシ・区のホームペ
ージなどで確認できます。

スポーツ
障害者スポーツ体験会
～みんなで気軽にスポーツを体験し

てみませんか！～

唖12月７日（土）　午前10時～正午
娃総合スポーツセンター第２競技場
亜区内在住・在勤・在学者で障害の

ある方
◎介助が必要な方はご家族の方など

の同伴をお願いします（介助者も
一緒に楽しむことができます）。
阿別表４のとおり
◎当日は指導員がルールや競技方法

などを説明します。
愛40名（介助者除く、先着順）
挨無料（傷害保険は区が加入します）
姶11月11日（月）から29日（金）までに

電話またはファクスに①～⑤（７
頁記入例参照）⑥介助者の人数を

記入して申込む。
◎運動着・室内用運動靴・飲み物を

必ずご持参ください。
◎運動制限を受けている方は主治医

にご相談の上、ご参加ください。
◎当日は手話通訳者を配置します。
◎内容は変更となる場合があります。
逢スポーツ課スポーツ事業係
　☎（３５４６）５５３１
　FAX（３５４６）９５６１
別表４
実施種目 内　容

ラケット
テニス

軽くてグリップの短いラケッ
トとスポンジボールを使うた
め、スピードが落ち、ラリー
が続きやすくなっています。

フロアホ
ッケー

真ん中に穴の開いたフエルト
製のパックと棒状のスティッ
クを使います。パックが扱い
やすく、気軽に楽しめます。

ボッチャ
赤・青のボールをそれぞれ６
球ずつ目標（白いボール）に向
かって投げ、どれだけ近づけ
るかを競います。

吹き矢
筒にセットしたマグネットの
矢を勢いよく吹いて的を狙い
ます。

　☎（３５４５）９３１１
　FAX（３５４４）０８８８

子育てのエッセンスを学ぼう
～子どものほめ方・しかり方～

唖12月４日（水）
　午前10時～11時30分
娃子ども家庭支援センター「きらら

中央」地域活動室
亜区内在住で１歳～未就学のお子さ

んをお持ちの保護者の方
◎託児を受け付けます。
阿ほめ方・しかり方を中心に子ども

との接し方について学びます。

［講師］親業訓練インストラクター　
荒堀洋子

愛12名（申込み多数の場合は抽選）
挨無料
姶11月13日（水）から27日（水）までに

電話またはきらら中央窓口で直接
申込む（電子申請も可）。

◎これまでに「子どものほめ方・し
かり方」を受講された方は、同内
容ですので再申込みはご遠慮くだ
さい。

逢子ども家庭支援センター「きらら
中央」

　☎（３５３４）２１０３

別表２　さわやか健康教室（体験教室）
日　時 会　場

11月26日（火）　午前9時30分～正午 浜町高齢者トレーニングルーム　　27日（水）　午後1時30分～4時
　　28日（木）　午前9時30分～正午 いきいき桜川（桜川敬老館）

共　通
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テレビ広報番組「こんにちは　中央区です」（15分番組）は、東京ベイネットワークのケーブルテレビ９チャンネル（デジアナ変換）または111チャンネル（デジタル）（毎日AM 
10：00・PM0：00・PM8：00）、東京ケーブルネットワークのケーブルテレビ５チャンネル（デジアナ変換）または111チャンネル（デジタル）（毎日AM9：30・PM0：
00・PM7：30）で放送しています。

平成25年（2013年）11月11日（月曜日） No.１１９５区 の お し ら せ 1 1 月 1 1 日 号

いきいき元気！
出前「はつらつ」体験講座
　いつまでも若々しく元気で過ごす
ために、はつらつ健康教室を体験し
てみませんか。
唖12月３日（火）
　午後２時～３時30分
娃浜町区民館
亜区内在住の65歳以上の方で、次の

いずれかに該当し、要支援・要介
護認定を受けていない方

・転倒に対する不安のある方
・膝痛・腰痛予防に関心のある方
阿ストレッチ、バランストレーニン

グ、レクリエーションなど（現在
実施中のはつらつ健康教室の一部
を体験）
愛30名（先着順）

挨無料
姶11月11日（月）から29日（金）までに

電話で申込む（受付は祝日を除く
月～土曜日　午前９時から午後６
時まで）。

逢日本橋おとしより相談センター
　☎（３６６５）３５４７

すてきなクリスマスリース作り
唖11月28日（木）
　午後６時30分～８時
娃新富区民館２階７号洋室
亜区内在住・在勤・在学者
阿アレンジメントの手作りリース
（ガーランド）
愛15名（申込多数の場合は抽選）
挨無料

［持ち物］キッチンバサミ・ゴミ袋・

用日当日は入室前診断が必要です。
［利用日時］月～金曜日（祝日・年末

年始・入室前診断実施医療機関の
臨時休業日を除く）

　午前９時～午後５時30分
［保育室および入室前診断実施医療
機関］別表１のとおり
亜区内在住の生後７カ月から小学校

３年生までの児童
挨子ども１人につき１日2,000円
◎生活保護世帯・住民税非課税世帯

は全額免除、所得税非課税世帯は
半額を減額します。平成22年度税
制改正に伴う年少扶養控除などの
廃止により所得税が課税となった
方は、従来の扶養控除があったも
のとみなし所得税課税・非課税の
判断を行います。

［利用方法］事前に子ども家庭支援セ
ンターまたは保育室で登録をし
て、利用日の前日までに保育室へ
予約をする。
逢子ども家庭支援センター事業係
　☎（３５３４）２１０３
別表１
病児・病後児保育室 定員 入室前診断実施

医療機関
聖路加国際病院附属
保育所　聖路加ナー
サリー（明石町2－14）
☎（5550）7111

6名

聖路加国際病院
小児総合医療セ
ンター

（明石町10－1　1階）
☎（5550）7040

病後児保育室 定員 入室前診断実施
医療機関

さわやか保育園・日
本橋浜町（日本橋浜
町3－3－1　トルナー
レ日本橋浜町2階）
☎（3249）7141

4名
塙小児科医院 

（日本橋浜町2－20－2）
☎（3666）6035

小森小児科医院病後
児保育室（勝どき1－3
－1　アパートメンツタ
ワー勝どき3階）
☎（3536）1832

6名

小森小児科医院
（勝 ど き1－3－1　
アパートメンツタ
ワー勝どき3階）
☎（3531）1318

生きがい活動支援室のご案内
　これからの高齢社会を明るく活力
あるものとしていくためには、高齢
者が自ら生きがいを持って暮らし、
社会活動にも積極的に参加すること
が求められています。多くの高齢者
が、気軽に楽しく生きがいづくりに
取り組めるよう、シニアセンター内
に「生きがい活動支援室」を開設して
います。皆さんのご利用をお待ちし
ています。
唖年末年始を除く毎日
　午前９時～午後５時
亜50歳以上の区内在住者
阿・生きがいづくりに関する相談（健
　　康・家庭問題・暮らし・社会参

　加など）を受け、実際の行動に
　つながる助言を行っています。
・仲間づくりや団体活動に積極的

に参加し、生きがいを持って生
活できるよう、「生きがいひろ
ば」や生きがい活動リーダーに
よる健康吹矢講座などを開催し
ています。

・社会参加活動を支援するため、
「生きがい活動支援室だより」の
発行や区主催の講座・教室、サ
ークル活動などの情報を提供し
ています。

［生きがい相談］いきいき館（敬老館）
において、施設を利用している方

施　設
図書館のリニューアルに伴う
臨時休館のお知らせ
　区立図書館３館（京橋・日本橋・
月島）では、利用者サービスの向上
のため、平成26年１月より以下のサ
ービスを開始します。
・ＩＣタグによる資料管理（自動貸

出機・返却機、予約資料コーナー
などの設置）

・電子資料閲覧環境の充実（各館に
館内無線LANを設置）

・利用者所有の交通系ＩＣカード、
携帯電話の活用（従来の利用登録
カードに代えて用いることが可能）

・図書館ホームページのリニューアル
　など
　こ の 準 備 工 事 の た め、12月13日

（金）より平成26年１月４日（土）まで
全館休館となります。またこの間、
図書館ホームページサービスも利用
停止となります。
　なお、リニューアルの詳細につい
ては、12月11日号の「区のおしらせ　
中央」でお知らせする予定です。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
逢京橋図書館
　☎（３５４３）９０２５

保健・医療・福祉
精神障害者デイケア
　社会復帰への第一歩を踏みだした
いと思っている精神障害のある方む
けのグループ活動です。
唖毎月第１～４水曜日
　午前９時30分～正午
娃中央区保健所２階多目的室
亜統合失調症などにより、精神科に

通院治療中で、主治医にデイケア
通所を勧められている方
阿同じ病を抱える仲間といろいろな

体験（スポーツ、作業療法、調理
実習や外出など）や交流を通して、
社会復帰を目指します。毎回、保
健師とグループワーカーが一緒に
参加します。
挨無料
◎参加を希望する方は、お近くの保

健所・保健センターにご連絡くだ
さい。

◎詳しくはお問合せください。
逢中央区保健所健康推進課保健担当
　☎（３５４１）５９６３
　日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１
　月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５

病児・病後児保育事業のご案内
　入院加療の必要のない病中または
病気回復期のお子さんを、保護者が
家庭で看護することができないと
き、預かり保育をします。なお、利

講　座
男性対象の男女共同参画講座

「おとこの家事チャレンジ！」
（３講座）のご案内

　男性の家事・介護参加を応援する
ため、掃除・料理（介護食）・アイロ
ンがけの３つの講座を別表２のとお
り実施します。
　基礎を学び、実習を通して、ぜひ
日頃の生活にお役立てください。

亜区内在住・在勤・在学の男性
姶11月11日（月）から各講座の申込期

限までに電話またはファクスに①
～⑤（７頁記入例参照）を記入して
申込む（電子申請も可）。

◎申込みは各講座ごととなります。
◎生後３カ月以上の未就学児の託児

を希望する場合は、別表２の締切
日までに申込む（定員あり）。

逢総務課女性施策推進係
　☎（５５４３）０６５１
　FAX（５５４３）０６５２

別表２
日　時 講座名 講　師 内　容 持ち物 費用 定　員

（先着順）
託児の
締切

12月
1日

（日）
午前10時
　～正午

年末お掃除
大作戦！

家事コンサルタン
ト、お掃除スーパ
ーバイザー　
神長　一徳

日常清掃の基
礎知識と実習

（換気扇の油汚
れ、持ち寄り
パーツの清掃）

汚れ物パー
ツ、エプロ
ン、ゴム手
袋、筆記用
具

無料 15名
11月
22日

（金）

8日
（日）

午前10時
～午後1時

簡単アレン
ジ～介護食
に挑戦！

東京聖栄大学講師
吉田　光一

市販のお惣菜
をアレンジし
た介護食実習

エプロン、
三角巾、筆
記用具

400
円 12名

11月
29日

（金）

15日
（日）午前10時

　～正午
ピシッと！
アイロンが
け教室

吉永クリーニング
店主、全国ワイシャ
ツ仕上げ競技大会
チャンピオン、かわ
さきマイスター
吉永　惠一

ワイシャツの
アイロンがけ
実習など

ワイシャツ、
筆記用具 無料 12名

12月
6日

（金）

日　　時
11月21日（木） 11月22日（金） 11月28日（木）

午後1時30分～3時 午前10時30分～正午
午後1時30分～3時

会　　場 日本橋保健センター 
5階　料理講習室

月島保健センター 
栄養室

中央区保健所 
2階　栄養室

対　　象 1歳～1歳3カ月ごろの 
幼児の保護者

7～8カ月ごろの
乳児の保護者

5～6カ月ごろの 
乳児の保護者

内　　容 離乳の完了に向けて 2回食の進め方 1回食の進め方
・離乳食の作り方の紹介       ・試食（保護者のみ）

定　　員 各20名
（申込多数の場合、抽選）

費　　用 無　料
申込方法 11月11日（月）から13日（水）までに電話で申込む。
申　　込 

（問合せ）先
日本橋保健センター健康係 

☎（3661）5071
月島保健センター健康係 

☎（5560）0765
中央区保健所健康推進課 

☎（3541）5930
◎定員に満たない場合は、申込み受付期間後も前日まで受け付けます。

離 乳 食 講 習 会

を対象に次の日時で「生きがい相
談」を開設しています。

・いきいき桜川（桜川敬老館）
　毎月第１・第３金曜日
・いきいき浜町（浜町敬老館）
　毎月第１・第３月曜日

・いきいき勝どき（勝どき敬老館）
　毎月第２・第４月曜日
◎いずれも祝日、年末年始を除く午

後１時～４時
逢シニアセンター
　☎（３５３１）７８１３

（６頁につづく）



平成25年（2013年）11月11日（月曜日） No.１１９５区 の お し ら せ 1 1 月 1 1 日 号

(8)「区のおしらせ　中央」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場・一部金融機関・百貨店・ファミリーマート（一部
店舗を除く）・東京メトロの駅（銀座・東銀座・八丁堀・日本橋・人形町・茅場町・小伝馬町・水天宮前・月島）・文化堂でも配布しています。

10月23日　本区ゆかりの漫画家・画家
故永井保さんのご遺族に感謝状贈呈

故永井保さんの作品と愛用品を区に寄贈いただき、松
川教育委員長からご遺族に感謝状が贈呈されました。永
井さんは日本橋に生まれ、絵本挿画・水彩画など幅広く
活躍された方です。なお、現在永井保原画展を郷土天文
館で開催しています(12月23日まで)。

改
定
理
由

　
本
区
で
は
子
育
て
支
援
の
一
環

と
し
て
、
認
可
保
育
所
の
保
育
料

に
つ
い
て
、
平
成
14
年
度
に
改
定

し
て
以
降
据
え
置
い
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
増
加
す
る
待
機
児
童
を
解

消
す
る
た
め
、
保
育
定
員
の
大
幅

な
拡
大
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
、
区
の
経
費
負
担
が

増
加
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
保
育
料
は
26
階
層
に
区

分
し
て
い
ま
す
が
、
最
高
階
層
で

あ
る
Ｄ
21
階
層
に
約
19
％
の
世
帯

が
該
当
し
、
大
き
な
偏
り
が
生
じ

て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
Ｄ

21
階
層
の
上
に
６
階
層
を
設
け
て
、

保
育
料
を
見
直
す
こ
と
と
し
ま
し

た
。

　
区
で
は
、
今
後
も
安
心
し
て
子

ど
も
を
産
み
、
育
て
る
こ
と
が
で

き
る
中
央
区
の
実
現
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
・

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

改
定
後
の
保
育
料

　
別
表
１
の
と
お
り

新
た
な
保
育
料
決
定
基
準
額
の
算

出
方
法

　
別
表
２
の
と
お
り

説
明
会
の
開
催

　
日
程
な
ど
は
別
表
３
の
と
お
り

※
問
合
せ
先

・
保
育
料
の
改
定
に
つ
い
て

　
子
育
て
支
援
課
保
育
指
導
係

�

☎（
３
５
４
６
）５
４
２
２

・
保
育
料
の
決
定
・
徴
収
に
つ
い

て
　
子
育
て
支
援
課
保
育
入
園
係

�

☎（
３
５
４
６
）５
３
８
７

　
認
可
保
育
所
の
申
込
み
は
常
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、
平
成
26

年
４
月
１
日
入
園
の
申
込
み
に
つ

い
て
は
、
次
の
よ
う
に
受
け
付
け

ま
す
。
平
成
26
年
度
４
月
入
園
の

受
付
期
間
は
昨
年
よ
り
日
程
が
早

く
な
っ
て
い
ま
す
。
確
認
の
上
、

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、４
月
１
日
入
園・転
園・

延
長
保
育
・
希
望
園
変
更
な
ど
に

関
す
る
全
て
の
書
類（
入
所
申
込

書
・
転
園
届
・
延
長
保
育
申
込
書
・

変
更
届
・
勤
務
証
明
書
な
ど
）は

別
表
４
の
受
付
期
間
内
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
・
保
育
園
の
ご
あ
ん
な

い
・
申
込
書
な
ど
の
配
布
・
受
付

場
所
・
必
要
書
類

　
別
表
４
の
と
お
り

私
立
認
可
保
育
所
開
設

　
平
成
26
年
４
月
に
私
立
認
可
保

育
所
を
６
園
開
設
す
る
予
定
で
す
。

　
本
区
で
は
、
１
歳
児
ク
ラ
ス
の

待
機
児
童
が
大
変
多
い
た
め
、
新

設
６
園
す
べ
て
が
、
１
歳
児
か
ら

５
歳
児
ク
ラ
ス
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。

開
設
保
育
所

　
別
表
５
の
と
お
り

　
申
込
資
格
・
方
法
・
定
員
な
ど

詳
し
く
は
平
成
26
年
度
保
育
園
の

ご
あ
ん
な
い
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平
成
26
年
１
・
２
月
入
園　

 

申
込
期
限
の
変
更
に
つ
い
て

　
申
込
期
限
を
次
の
日
程
に
変
更

し
ま
す
。

　
１
・
２
月
と
も
に
12
月
13
日

（
金
）ま
で

受
付
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

※
申
込（
問
合
せ
）先

　
子
育
て
支
援
課
保
育
入
園
係

�

☎（
３
５
４
６
）５
３
８
７

　
自
転
車
は
手
軽
で
便
利
な
乗
り

物
で
す
が
、
交
通
ル
ー
ル
や
マ
ナ

ー
を
守
ら
な
い
と
、
重
大
な
交
通

事
故
に
つ
な
が
る
危
険
性
が
あ
り

ま
す
。
自
転
車
に
乗
る
と
き
は
、

ル
ー
ル
を
守
り
、
安
全
に
利
用
し

ま
し
ょ
う
。

自
転
車
安
全
利
用
五
則

・
自
転
車
は
車
道
が
原
則
で
歩
道

は
例
外
で
す
。

・
車
道
で
は
左
側
を
通
行
し
ま
し

ょ
う
。

・
歩
道
で
は
歩
行
者
優
先
で
、
車

道
寄
り
を
徐
行
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ

る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
必
ず

一
時
停
止
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
安
全
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う

　
（
飲
酒
運
転・２
人
乗
り・並
進
は

禁
止
で
す
。
夜
間
は
ラ
イ
ト
を

点
灯
し
ま
し
ょ
う
。
交
差
点
で

の
信
号
遵
守
と
一
時
停
止
、
安

全
確
認
を
必
ず
し
ま
し
ょ
う
）。

・
子
ど
も
は
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着

用
し
ま
し
ょ
う
。

◎
携
帯
電
話
や
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
を
使

用
し
な
が
ら
の
運
転
や
傘
差
し

運
転
は
非
常
に
危
険
で
す
、
絶

対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

◎
歩
行
者
天
国（
中
央
通
り
銀
座

一
丁
目
交
差
点
か
ら
銀
座
八
丁

目
交
差
点
ま
で
の
間
）で
は
、

自
転
車
の
通
行
が
で
き
ま
せ
ん
。

自
転
車
で
歩
道
通
行
が
で
き
る
場

合・
道
路
標
識
な
ど
に
よ
り
、
歩
道

を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
て
い
る
場
合

・
運
転
者
が
13
歳
未
満
、
70
歳
以

上
の
高
齢
者
、
身
体
の
不
自
由

な
方

・
車
道
ま
た
は
交
通
の
状
況
か
ら

み
て
、
自
転
車
の
通
行
の
安
全

を
確
保
す
る
た
め
に
や
む
を
得

な
い
場
合

※
問
合
せ
先

　
環
境
政
策
課
交
通
対
策
係

�

☎（
３
５
４
６
）５
４
４
３

別表4
4月入所選考 受付期間 配布・受付場所 必要書類

第1回
11月11日（月）～

12月16日（月）
受付時間：午前8時30分

～午後5時

・区役所6階　子育て支援
　課保育入園係
・各認可保育園
・日本橋・月島特別出張
　所
・中央区保健所
・日本橋・月島保健セン
　ター

・保育所入所申込書�
・保育ができないことを
　証明する書類�
・平成24年分の所得を証
　明する書類第2回

平成26年2月3日（月）～
14日（金）

受付時間：午前8時30分
～午後5時

◎�4月1日入園、転園、延長保育、希望園変更などに関する全ての書類（申込書、転園届、変更届、
勤務証明書など）はこの受付期間内に提出してください。

別表5　平成26年4月開設保育所一覧
運営事業者 開設予定地 定員 園庭 連絡先

学校法人　三幸学園 明石町7番16号 90名程度 ※ ☎（5840）8616
長谷川興産　株式会社 新川一丁目24番１号 80名程度 なし ☎（5956）3327
株式会社　グローバルキッズ 日本橋蛎殻町一丁目16番11号 45名程度 なし ☎（3292）8833

株式会社　日本生科学研究所 東日本橋一丁目5番13号 80名程度 なし 保育事業部�
☎（3341）8021

株式会社　アンジェリカ 月島二丁目13番5号 100名程度 ※ 開設準備室�
☎（6420）0544

株式会社　ポピンズ 晴海二丁目１番40号 60名程度 なし ☎（3447）2133
※　園庭はないが、水遊び場所は設置予定

平
成
26
年
度

別表1　改定後の保育料
◎次の 部分を新設しました。
なお、A階層、B階層、C1～C3階層、D1～D21階層の保育料については、変更ありませ
ん。また、第2子以降の保育料、延長保育料も改定します。詳細は、お問合せください。
階層
区分 世帯保育料決定基準額 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
D21 900千円以上 1,100千円未満 49,100円 22,600円 18,000円
D22 1,100千円以上 1,400千円未満 51,500円 23,600円 18,900円
D23 1,400千円以上 1,800千円未満 53,900円 24,700円 19,800円
D24 1,800千円以上 2,300千円未満 56,400円 25,800円 20,700円
D25 2,300千円以上 2,900千円未満 58,900円 26,900円 21,600円
D26 2,900千円以上 3,600千円未満 61,400円 28,100円 22,500円
D27 3,600千円以上 64,000円 29,300円 23,400円

別表2　保育料決定基準額の算出方法
◎次の 部分が追加になりました。
保育料決定基準額は、保護者毎に次の計算式により算出し、世帯で合算した額となります。

前年分課税所得 保育料決定基準額の計算式
1,000円から 3,299,000円まで 前年分課税所得×0.1×0.8

3,300,000円から 7,900,000円まで（前年分課税所得×0.2－330,000円）×0.8
7,901,000円から� 8,999,000円まで 前年分課税所得×0.2－580,000円
9,000,000円から 16,933,000円まで 前年分課税所得×0.3－1,480,000円
16,934,000円から 3,600,000円
別表3　説明会の日程など

開催日 開催時間 開催会場
第1回

12月1日（日）
午前10時～11時 区役所8階第1会議室

第2回 午後1時～2時 月島区民センター1階会議室
第3回 午後3時30分～4時30分 日本橋区民センター2階第3洋室
◎各回とも申込不要です。直接会場へお越しください。

　
区
の
子
育
て
支
援
施
策
の
方
向

を
決
め
る
重
要
な
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
ご
自
宅
に
調
査
票
が

届
い
た
方
は
、
ぜ
ひ
回
答
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

対　
象

①
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

に
お
け
る
利
用
希
望
把
握
調
査

・
未
就
学
児
の
保
護
者

・
就
学
児
童
の
保
護
者

②
ひ
と
り
親
家
庭
実
態
調
査

・
児
童
育
成
手
当（
育
成
手
当
）を

受
給
さ
れ
て
い
る
方

提
出
期
限

　
11
月
15
日（
金
）

※
問
合
せ
先

　
子
育
て
支
援
課
子
育
て
施
策
推

進
主
査

�

☎（
３
５
４
６
）５
６
８
１

子
ど
も
・
子
育
て

支
援
の
た
め
の

調
査
に
ご
協
力

く
だ
さ
い

認可保育所の保育料
を改定します

平成26年4月から

認
可
保
育
所
入
園
申
込
み


